
体
育
館
の
通
年
利
用
を 

希
望
す
る
団
体
は 

「
年
間
利
用
要
望
書
」を 

        
提
出
し
て
く
だ
さ
い

　

体
育
館
（
小
中
学
校
な
ど
の
体
育
館
を

含
む
）
の
有
効
利
用
を
図
る
た
め
、
事
前

に
通
年
利
用
を
希
望
す
る
団
体
を
把
握
し
、

利
用
調
整
を
行
い
ま
す
。

　

４
月
１
日
か
ら
翌
年
３
月
31
日
ま
で
の

間
に
通
年
利
用
を
希
望
す
る
団
体
は
、
要

望
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

 

要
望
書
は
各
教
育
事
務
所
地
区
教
育
係

ま
た
は
、
社
会
教
育
課
（
畑
野
行
政

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
内
）
、
サ
ン
テ
ラ

佐
渡
ス
ー
パ
ー
ア
リ
ー
ナ
の
い
ず
れ
か

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

２
月
８
日
㈮　

午
後
５
時
ま
で

 

要
望
書
は
お
申
し
込
み
先
の
窓
口
に
備

え
付
け
て
あ
り
ま
す
。

　

 

今
年
度
に
通
年
で
利
用
し
て
い
る
団
体

も
要
望
書
の
提
出
が
必
要
で
す
。
希
望

が
重
複
し
た
場
合
は
調
整
し
ま
す
。

教
育
委
員
会
社
会
教
育
課　

　

社
会
体
育
係　
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平成31年度（平成30年分）市・県民税申告受付
暮らしを支える会費「税金」はとても大切なものです

～正しい申告と納税をお願いします～
　税金は、年金や医療、福祉、教育など「暮らしでの助け合いのための活動」や、みんなの安全を守る警察・
消防、道路・水道の整備という「みんなのために役立つ活動」などに使われています。そのために必要なお金
をみんなで出し合って負担するのが税金です。
　所得税や法人税などは、納税者自らが所得などの申告を行うことにより税額を確定し納税する申告納税
制度となっていますので、正しい申告と納税をお願いします。

申告受付会場は大変混雑します
　会場が混雑している場合は、受け付けを早めに締め切ることがあります。ゆとりを持ってお越しください。
　事業所得を申告される方で収支内訳書が未作成の方、医療費控除を申告される方で医療費控除の明細
書が未作成の方は、受け付けができません。必ず作成の上、お越しください。

【常設申告受付会場】

２月 18 日㈪ ～３月 15 日㈮
アミューズメント佐渡（中原 234 番地１） 

　市役所両津支所（両津湊 198 番地） 
　市役所相川支所（相川栄町 27 番地）

【臨時申告受付会場】

２月 18 日㈪～ 25 日㈪ 
赤泊総合文化会館（赤泊 2458 番地）

２月 26 日㈫～３月 ５日㈫ 
小木地区公民館（小木町 1940 番地 1）

３月 ６日㈬～ 15 日㈮ 
市役所羽茂支所（羽茂本郷 550 番地）

受付時間（各会場共）
　午前９時～ 11 時 30 分、午後１時～４時
※土・日曜日は開設していません。

 アミューズメント佐渡会場は、佐渡税務署によ
る「所得税確定申告受付」と合同開催です。

　 次に該当する方は、ほかの会場では受け付けで
きません。アミューズメント佐渡の佐渡税務署
受け付けで申告してください。

・土地、建物、株式等の譲渡所得のある方
・青色申告および消費税を申告される方
・住宅ローン控除を初めて受ける方

総務部税務課　市民税係　☎６３―５１１０


